
国土交通省シンボルマーク及びＭＬＩＴロゴ使用許可取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、国土交通省シンボルマーク及びＭＬＩＴロゴ（以下「シ

ンボルマーク等」という。）を使用する場合の取扱いに関し、必要事項を定め

るものとする。

（使用制限）

第２条 国土交通省及び国土交通省の職員以外の第三者は、次のいずれかに該

当する場合を除き、シンボルマーク等を使用することはできない。

一 国土交通省からの委託を受けてシンボルマーク等入りの物品等を製作する

場合

二 国土交通省の委託を受けて実施する事業等において製作する資料や物品

に、国土交通省の委託を受けていることを、シンボルマーク等を用いて表示

をする場合

三 国土交通省が後援、協賛、監修等を行う事業、行事等において製作する資

料や物品に、国土交通省が前記の後援等を行うことを、シンボルマーク等を

用いて表示する場合（営利を主たる目的としないものに限る。）

四 シンボルマーク等を用いて国土交通省ウェブサイトにリンクさせる場合

（大臣官房広報課長（以下単に「広報課長」という。）が別に定める方法に

限る。）

五 その他国土交通省の広報活動に有用な場合であって、広報課長が使用を認

めた場合

（使用の中止等）

第３条 シンボルマーク等の使用に関し、前条各号に該当しないと認められる

とき又はその使用が不適切であると認められるときは、広報課長はその使用を

差し止めることができる。

（申請）

第４条 国土交通省及び国土交通省職員以外の第三者が、第２条第５号の規定

によりシンボルマーク等を使用しようとする場合は、原則として使用を開始す

る日の１箇月前までに国土交通省シンボルマーク・ＭＬＩＴロゴ使用申請書

（別紙様式１）を広報課長に提出しなければならない。



２ 広報課長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と

認められる場合には、国土交通省シンボルマーク・ＭＬＩＴロゴ使用許可書

（別紙様式２）を交付する。

３ 広報課長は、前項に規定する使用許可書を交付する場合に、シンボルマー

ク等の使用に関する条件を付すことができる。

（許可の内容の変更）

第５条 前条第２項の規定によりシンボルマーク等の使用許可を受けた者は、

前条の許可の内容に変更等があった場合には、速やかに、国土交通省シンボル

マーク・ＭＬＩＴロゴ使用変更申請書（別紙様式３）を広報課長に提出しなけ

ればならない。

２ 広報課長は、前項の使用変更申請書を受理したときは、その内容を審査

し、適当と認められる場合には、国土交通省シンボルマーク・ＭＬＩＴロゴ使

用変更許可書（別紙様式４）を交付する。

３ 前条第３項の規定は、前項の使用変更許可書を交付する場合に準用する。

（使用物品等の提出）

第６条 第４条第２項の規定によりシンボルマーク等の使用許可を受けた者又

は前条第２項の規定によりシンボルマーク等の使用変更許可を受けた者は、使

用後に遅滞なく使用物品等の現物、写真又はコピーを提出するものとする。

（使用許可の取消し）

第７条 広報課長は、第４条第２項の規定によりシンボルマーク等の使用許可

を受けた者又は第５条第２項の規定によりシンボルマーク等の使用変更許可を

受けた者が次のいずれかに該当する場合には、使用条件の変更、使用許可の取

消し又は使用物件の回収を求めることができる。

一 使用許可の際に付した条件又はこの要領に違反したとき。

二 虚偽又は不正により使用申請を行ったとき。

三 その他広報課長が必要と認めたとき。

（使用料）

第８条 シンボルマーク等の使用料については、無料とする。

（シンボルマーク等に関わる権利）

第９条 シンボルマーク等に関する一切の権利は、国土交通省に帰属する。



（要領の改定）

第 10 条 この要領は、事前の通知なく、必要に応じて改定される場合がある。

（附則）

第 11 条 この要領は、令和３年４月 30 日から施行する。



（様式１）

国土交通省シンボルマーク・ＭＬＩＴロゴ使用申請書

年 月 日

国土交通省大臣官房広報課長 殿

申請者（法人の場合は名称及び代表者氏名）

国土交通省シンボルマーク（及びＭＬＩＴロゴ）を下記により使用したいので申請します。

記

１．使用目的

２．使用方法等（具体的な使用方法がわかる図等を添付すること）

３．使用期間

４．国土交通省の広報活動に有用であると考える理由

５．連絡先（氏名、役職、住所、連絡先）

（注）国土交通省シンボルマークまたはＭＬＩＴロゴの使用に関する企画書等参考となる

資料を添付してください。



（様式２）

文 書 番 号

年 月 日

殿

国土交通省大臣官房広報課長

国土交通省シンボルマーク・ＭＬＩＴロゴ使用許可書

年 月 日付で申請のあった国土交通省シンボルマーク（及びＭＬＩＴロゴ）の使用に

ついては、下記のとおり許可する。

記

１．使用許可する対象、内容等

対象

内容

期間

２．使用に当たっては、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

一 申請内容に変更等があった場合は、速やかに変更申請を行うこと。

二 使用に当たっては、国土交通省シンボルマークまたはＭＬＩＴロゴの形状及び色彩

に変更を加えないこと。

三 提供した電子データについては、使用後、復元不可能な形で破棄すること。

３．使用条件又は取扱要領に違反した場合、申請内容に虚偽又は不正があることが判明した

場合、その他国土交通省が必要と認める場合には、大臣官房広報課長は、使用条件の変更、

使用許可の取消し又は使用対象の回収・撤去等を求めることができることとし、使用者は

これに従わなければならないこととする。



（様式３）

国土交通省シンボルマーク・ＭＬＩＴロゴ使用変更申請書

年 月 日

国土交通省大臣官房広報課長 殿

申請者（法人の場合は名称及び代表者氏名）

国土交通省シンボルマーク（及びＭＬＩＴロゴ）の使用にあたり、下記のとおり変更した

いので申請します。

記

１．変更内容

（変更前）

（変更後）

２．連絡先（氏名、役職、住所、連絡先）

（注）国土交通省シンボルマークまたはＭＬＩＴロゴの使用に関する企画書等参考となる

資料を添付してください。



（様式４）

文 書 番 号

年 月 日

殿

国土交通省大臣官房広報課長

国土交通省シンボルマーク・ＭＬＩＴロゴ使用変更許可書

年 月 日付で申請のあった国土交通省シンボルマーク（及びＭＬＩＴロゴ）の使用変

更については、これを許可します。使用の際は、下記を遵守してください。

記

１．使用に当たっては、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

一 申請内容に変更等があった場合は、速やかに変更申請を行うこと。

二 使用に当たっては、国土交通省シンボルマークまたはＭＬＩＴロゴの形状及び色彩

に変更を加えないこと。

三 提供した電子データについては、使用後、復元不可能な形で破棄すること。

２．使用条件又は取扱要領に違反した場合、申請内容に虚偽又は不正があることが判明した

場合、その他国土交通省が必要と認める場合には、大臣官房広報課長は、使用条件の変更、

使用許可の取消し又は使用対象の回収・撤去等を求めることができることとし、使用者は

これに従わなければならないこととする。


